
70歳以上の高齢受給者の外来療養にかかる
年間の高額療養費の支給申請手続きの改正について

　新型コロナウイルスの感染状況は減少に転じていますが、予断を許さない状況は続いていま
す。感染症予防の基本は、「手洗い」「マスクの着用を含む咳エチケット」です。感染症にかから
ない・もしかかっても感染を広げないように、日頃から予防の基本を徹底しましょう。

疑わしい症状 　発熱や喉の痛み、咳、倦怠感などの症状を訴える人が多いことが特徴です。
発熱などのかぜの症状がある場合は外出を控えるとともに、息苦しさ、倦怠感、高熱などの強い症状
がある場合は、かかりつけ医等の身近な医療機関等に電話で相談してください。

どうやって感染するの？ 　くしゃみや咳などに混じったウイルスを吸い込んで感染する「飛
沫感染」、ウイルスが付着しているものに触って、その手で口や鼻を触ることにより粘膜から感染する
「接触感染」で感染します。閉鎖した空間で、近距離で多く
の人と会話するなどの環境では、咳やくしゃみなどの症状が
なくても感染を拡大させるリスクがあるとされています。

感染を予防するには 　流行中は、基本的な感
染予防の実施や不要不急の外出の自粛、「3つの密」を避け
ること等が重要です。

新型コロナウイルス感染症予防対策新型コロナウイルス感染症予防対策

　地方公務員等共済組合法施行規程の一部改正により、70歳以上の高齢受給者の外来療養に
かかる年間の高額療養費制度（以下「外来年間合算高額療養費」という。）における申請手続きに
ついて下記のとおり取扱うことといたしましたのでお知らせいたします。

制 度 の 概 要制 度 の 概 要1
　基準日時点（毎年7月31日）の所得区分が「一般」または「低所得」である70歳以
上の組合員および被扶養者が計算期間（毎年8月1日～翌年7月31日）のうち、外来診療にかかる自己
負担額が14万4千円を超えたときは、その超えた額を年間の高額療養費として支給します。

改  正  内  容改  正  内  容2
　計算期間内に医療保険者が変更となっている場合の外来年間合算高額療養費の申請について
は、基準日組合※１に申請をすることとなっており、申請の際には関係組合※２が発行した「自己負担額
証明書」の添付が必要となっておりました。
　この度、情報ネットワークシステムを活用した情報連携の本格運用が開始されたことに伴い、令和３
年８月３１日より基準日組合から関係組合に対して自己負担額の照会をすることが可能となりました。
　つきましては、今後、計算期間内に医療保険者が変更となっている方の外来年間合算高額療養
費を本組合に申請する場合は、「高額療養費（外来年間合算）支給申請書兼自己負担額証明書交
付申請書」のみを提出してください。
　なお、計算期間内において医療保険者が変更となっていない方については、従来どおり医療機
関等からの診療報酬明細書（レセプト）に基づき給付しますので本組合への申請は不要です。
※1基準日組合：計算期間の末日において申請者が組合員として属している組合
※2関係組合：基準日組合以外の組合
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